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１． 事業者名及び代表者名

長泉環境株式会社

代表取締役：　工藤　進一

２． 所在地

静岡県駿東郡長泉町本宿６０８-１

３． 会社履歴

会社成立　1983年6月

資本金　1000万円

４． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

環境管理責任者：　常務取締役　工藤修三

担当者　　　　　　：　山本　雅広　

連絡先　TEL055-999-7087

５． 事業の概要

・長泉町一般廃棄物収集運搬業（し尿）

・産業廃棄物収集運搬

・長泉町一般廃棄物収集運搬業（ゴミ）

・長泉町浄化槽清掃業

・静岡県浄化槽保守点検業

・建築物飲料水貯水槽清掃業

・排水管洗浄

６． 事業の規模（事業年度：昨年４月～当年３月）

２０１９年度 ２０２０年度 ２０２1年度 ２０２２年度

12,350万円 12,650万円 12,075万円 12,297万円

一般廃棄物収集運搬（し尿・汲み取り） 220ｔ 180ｔ 175t 165.9t

一般廃棄物収集運搬（浄化槽） 5990ｔ 6250ｔ 5934t 5814.95t

一般廃棄物収集運搬 124ｔ 123ｔ 120.3t 109.14t

産業廃棄物収集運搬 17.47ｔ 17.13ｔ 20.19t 16.648t

１２名 １２名 １１名 １１名

1137.9㎡ 1137.9㎡ 1137.9㎡ 1137.9㎡

７． レポートの運用期間及び発行日
運用期間（2022年4月1日～2023年3月30日）
発行日（2023年8月16日）

従業員数

敷地面積

Ⅰ　組織の概要

売上高

処理実績
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８．産業廃棄物の種類・許可一覧

<許可品目の総括表>

廃

1 静岡県 第02201081487号
令和3年12月17日
令和8年12月16日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 長泉町 第２-１０号

3 長泉町 第１号

4 長泉町 第１号

5 静岡県 ６０第１５５号

6 静岡県 ２２貯第１号

９． 保有車内訳
バキューム車：　2ｔ車：1台　3ｔ車：3台
産業廃棄物収集車：　2ｔ車：１台　3ｔ車：2台
一般廃棄物収集車：　2ｔ車：１台　軽ダンプ２台
パッカー車：1台　　高圧洗浄車：１台
営業車：４台

許可NO

ガ
ラ
ス

NO

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

金
属
く
ず

許可品目
汚
泥

廃
プ
ラ
類

が
れ
き
類

許可年月日　及び
　有効期限

一般廃棄物収集運搬業（し尿）

令和４年４月１日から令和６年３月３１日

産業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業（ゴミ）

コ
ン
ク
リ
｜
ト

令和年４月１日から令和６年３月３１日

油
都道府県

長泉町浄化槽清掃業

令和４年４月１日から令和６年３月３１日

静岡県浄化槽保守点検業

令和３年１２月２７日から令和６年１２月２６日

建築物飲料水貯水槽清掃業

令和４年１月２８日から令和１０年年１月２７日
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＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境経営方針の作成と社員への周知
③ 実施体制の構築
④ 全体の評価と見直し
⑤ 経営の課題とチャンス

環境管理責任者
① 環境経営活動の推進
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施
④ 経営者への進捗報告

EA-21活動事務局
① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規制等最新版管理
⑥ 文書・記録の管理

各部門
① 環境経営計画の実施
② 月別部門データの集計
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

Ⅱ　実施体制

山本　雅広

工藤　進一

環境管理責任者

経営責任者

浄化槽チーム

遠藤　良二 早川　智幸 山本　雅広

EA-21活動事務局

作成日：2019年10月1日
作成者：工藤　修三

工藤　修三

管理チーム 一般廃棄物チーム
（エコリーダー）

（常務取締役）

（エコリーダー）

（代表取締役社長）

（エコリーダー）

対象範囲：全組織・全活動
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1．

１） 電気、軽油、ガソリンの省エネルーギー活動の推進
２） 自社及び収集・運搬廃棄物のリサイクル向上に努めます。
３） 節水活動による水使用量の削減に努めます。

2． 環境に配慮した物品の調達と地域社会への取組
１） 事務用品や用度品のグリーン購入に努めます。
２） 廃棄物排出事業者、住民に対して分別排出の指導・支援に努めます。

3． 環境関連法規制等の遵守
　環境関連法規制及びその他の規制を遵守致します。

4． 環境コミニュケーションの積極的実施

5． 環境経営の継続的改善
廃棄物処理事業の取り組みを中心に環境経営の継続的改善を行います。

制定年月日
長泉環境株式会社
代表取締役社長　工藤　進一

Ⅲ　　環境経営方針

2019年10月1日

　社外においては、環境活動レポートを公開し、利害関係者とのより良いコミニュケー
ションを実践します。

　社内においては、全従業員に、この環境経営方針及び必要事項を周知し、全社員参画に
よる取組を展開します。

当社は、長泉環境株式会社の社是・社訓、経営理念に基づき、本業である浄化槽の保守
点検・清掃、一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬を通じて、地球温暖化問題への取り組み
や地域の環境活動に自主的・積極的に取り組みます。そして、循環社会形成に取り組む企
業を目指します。

[環境経営理念]

[基本方針]

　当社は、環境理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減すると共に、環
境に配慮した継続的な活動を展開いたします。

全員で環境保全活動を展開し、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量の削減に努めま
す。
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１．運用期間（2021年4月〜2022年3月）の環境経営目標

基準期間

2021年4月
〜

2022年3月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 55115.71 -0.5％ 54840.13

購入電力 kwｈ 24949.37 -0.5％ 24824.62

ガソリン L 6433.2 -0.5％ 6401.03

軽油 L 10581.61 -0.5％ 10528.70

液化石油ガス（LPG) m³ 52.58 -0.5％ 52.31

ｔ 0.244 -0.5％ 0.242

ｔ 0.919 -0.5％ 0.914

％ 75％ 77%

㎥ 243.47 -0.5％ 242.25

グリーン購入の推進 － - 現状把握

件 現状把握

件 - 現状把握

＜備考＞

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2017年度）の調整後排出係数「0.474㎏-CO2/kWh」を使用した。

基準年度　　　

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

2021年4月
〜

2022年3月

2022年4月
〜

2023年3月

2023年4月
〜

2024年3月

2024年4月
〜

2025年3月

2025年4月
〜

2026年3月

㎏-CO2 55115.71 54840.13(-0.5％) 54785.01(-0.6％) 54729.9(-0.7％) 54674.78（-0.8％）

購入電力 kｗｈ 24949.37 24824.62(-0.5％) 24799.67(-0.6％) 24774.72（-0.7％） 24749.77（-0.8％）

ガソリン L 6433.2 6401.03(-0.5%) 6394.6(-0.6％) 6388.16(-0.7％） 6381.73（-0.8％）

軽油 L 10581.61 10528.70(-0.5％) 10518.12(-0.6％) 10507.53（-0.7％） 10496.95（-0.8％）

液化石油ガス（LPG) m³ 52.58 52.31(-0.5％) 52.26(-0.6％) 52.21（-0.7％） 52.15（-0.8％）

ｔ 0.244 0.242(-0.5％) 0.2425(-0.6％) 0.2422（-0.7％） 0.242（-0.8％）

ｔ 0.919 0.914(-0.5％) 0.913(-0.6％) 0.9125（-0.7％） 0.9116（-0.8％）

％ 75％ 76％ 77％ 78％ 79％

㎥ 243.47 242.25(-0.5％) 242(-0.6％) 241.76（-0.7％） 241.52（-0.8％）

グリーン購入の推進 ％ －

件 －

件 －

＜備考＞

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2017年度）の調整後排出係数「0.474㎏-CO2/kWh」を使用した。

２． グリーン購入の活動は、定性目標とする

2022年4月
〜

2023年3月

水使用量

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

排出事業者への分別指導

浄化槽設置者への依頼

二酸化炭素排出量

一般廃棄物排出量

内訳

産業廃棄物排出量

一般廃棄物リサイクル率

調達時はグリーン購入に配慮する

一般廃棄物排出量

水使用量

浄化槽設置者への依頼 定期的な浄化槽の清掃・点検の依頼

取引先の分別を徹底していく

産業廃棄物排出量

一般廃棄物リサイクル率

内訳

排出事業者への分別指導

目標年度

単位

二酸化炭素排出量

２．中長期の環境経営目標

項目

５



７月 １１月 ３月

① 消灯の徹底（１回／週チェックする）

② 夜間、休日は、パソコン、プリンター等の電源ＯＦＦ

③ 温度設定夏2７℃　冬20℃

④ クールビズ、ウォームビズ

⑤ フィルター定期清掃 月末 月末 月末

⑥ 使用していない部屋の空調停止

⑦ 遮光対策

① エコドライブ

② 日常・定期点検の実施

③ 作業時間や待機時間、走行距離の短縮

④ 運搬経路を選択時、渋滞等の道路条件の考慮

⑤ 省エネ車の導入検討

⑥ 排ガス対応車の導入検討

LPG 湯沸器 山本 ① 使用時間規制

① コピー用紙の両面使用

② 封筒の再利用

③ OA機器等の故障時、可能な限り修理し長期使用

④ チラシ・使用済み書類の裏面使用

⑤ ３Rの実践

⑥ 廃棄物の分別とリサイクル

① 古紙、カン、ビン、ペットボトル等の分別化

② 分別ルートの新規開拓(　収集運搬　）

③ 新規顧客の開拓（　収集運搬　）

① 手洗い時、洗い物において、日常的に節水を指導

② 有害物質や有機物質（生ごみ）の混入阻止

③ 洗車する場合、節水を指導している

④ バルブの調整による水量及び水圧の調整

⑤ 高圧洗浄車稼働時の節水

① 環境ラベル対応品の購入検討

② 何回も使える物品の購入検討

① 分別方法を示した冊子を渡す

② 客先への教育方法の検討

① 浄化槽の清掃を年１回するよう説明

②
浄化槽に不具合があった場合、適切な処置方
法を説明する

① 法廷検査を年１回するよう説明

② 定められた期間による保守点検をするよう説明

排出事業者
への分別指
導

区分

（運用期間：2022年4月～2023年3月）

活動項目
スケジュール

照明
設備
空調

山本

工藤

工藤

工藤

事務所

産業廃棄物
一般廃棄物

山本

責任者項目

バキューム
収集車
乗用車

Ⅴ　環境経営計画に基づき実施した取組内容

目的

ガソリン
・

軽油
遠藤

工藤

節水 上水

廃棄物のリ
サイクル

購入電力

二酸化炭素
の削減

グリーン購
入

事務用品

浄化槽

清掃

保守点検

遠藤

早川

浄化槽設置
者への指導

６



①運用期間（2021年4月〜2022年3月）の実績

目標
削減率

目標値
実績

削減率
実績値 評価

-0.5％ 54840.13 -1.04% 52,531.17 〇

購入電力 -0.5％ 24824.62 -1.04% 23,866.00 〇

ガソリン -0.5％ 6401.03 +0.11% 6,506.09 ×

軽油 -0.5％ 10528.70 -1.05% 10,058.82 〇

LPG -0.5％ 52.31 +0.91% 57.60 ×

-0.5％ 0.242 -2.16% 0.111 〇

-0.5％ 0.914 +0.99% 0.926 ×

77% 39% ×

-0.5％ 242.25 -1.1％ 221 〇

現状把握 100% 〇

排出事業者への分別指導 現状把握 100% 〇

浄化槽設置者への依頼 現状把握 100% ○

＜備考＞

＜是正のある項目の評価＞

②次年度の環境経営目標

単位

運用期間

L

55,115.71

m³

6,433.20

kwｈ

2022年4月〜2023年3月

10,581.61

二酸化炭素

24,949.37

㎏-CO2

内訳

水使用量 ㎥

L

0.919

産業廃棄物排出量

75％

一般廃棄物排出量

一般廃棄物リサイクル率 ％

0.24

ｔ

ガソリン・
LPG・

一般廃棄
物廃棄物
リサイク
ル率

％

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目

基準期間

2021年4月
〜

2022年3月

基準値

243.5

52.58

ｔ

％ ―

変更なし

是　正

②冬季の温水使用量の増加のため（LPG）

②取り組み内容を全員に説明（LPG)

③花や雑草の処分量増加（排出量）それに伴う割合増加（一般廃棄物リサイクル率）

―グリーン購入の推進

③可燃ごみの排出量減量徹底を全員に説明（一般廃棄物排出量・リサイクル率）

原　因

％

①仕事量の増加により車両全般の稼働が増えたため（軽油・ガソリン）

①エコドライブを心がけるよう全員に説明（軽油・ガソリン）

―

削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。
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評価 今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 消灯の徹底（１回／週チェックする） ○ 徹底されている 継続実施

② 夜間、休日は、パソコン・プリンター等の電源OFF ○ 徹底されている 継続実施

③ 温度設夏27℃　冬23℃ ○ 徹底されている 継続実施

④ クールビズ、ウォームビズ ○ 徹底されている 継続実施

⑤ フィルター定期清掃 ○ 月一度実地 継続実施

⑥ 使用していない部屋の空調停止 ○ 徹底されている 継続実施

⑦ 遮光対策 ○ 徹底されている 継続実施

① エコドライブ ○ ドライブレコーダー導入 継続実施

② 日常・定期点検の実施 ○ 徹底されている 継続実施

③ 作業時間や待機時間、走行距離の短縮 ○ ドライブレコーダー導入 継続実施

④ 運搬経路を選択時、渋滞等の道路条件の考慮 ○ 徹底されている 継続実施

⑤ 省エネ車の導入検討 △ 導入予定 ―

⑥ 排ガス対応車の導入検討 × 検討中 ―

湯沸 ① 使用時間規制 ○ 徹底されている 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 裏紙使用 継続実施

② OA機器等の故障時、可能な限り修理し長期的に使用する ○ 徹底されている 継続実施

③ チラシ・使用済み書類の裏面をメモ用紙に使用 ○ 徹底されている 継続実施

④ ３Rの実践 ○ 徹底されている 継続実施

⑤ 廃棄物の分別とリサイクル（古紙・缶・ビン） ○ 徹底されている 継続実施

⑥ エコキャップ運動の参加 ○ 徹底されている 継続実施

① 分別ルートの新規開拓（　収集運搬　） △ 現状維持 ―

② 新規顧客の開拓（　収集運搬　） △ 現状維持 継続実施

① 手洗い時、洗い物において、日常的に節水を指導 ○ 徹底されている 継続実施

② 排水時、有害物質や有機物質（生ごみ）の混入阻止 ○ 徹底されている 継続実施

③ 洗車する場合、節水を指導している ○ 徹底されている 継続実施

④ バルブの調整による水量及び水圧の調整 △ 現状維持 継続実施

⑤ 高圧洗浄車稼働時の節水 ○ 徹底されている 継続実施

① 環境ラベル対応品の購入検討 ○ 検討実施 継続実施

② 何回も使える物品の購入検討 ○ 検討実施 継続実施

① 分別方法を示した冊子を渡す ○ 徹底されている 継続実施

② 取引先への教育方法の検討 ○ 徹底されている 継続実施

① 浄化槽の清掃を年１回するよう説明 ○ 徹底されている 継続実施

②
浄化槽に不具合があった場合、適切な処置方
法を説明する

○ 徹底されている 継続実施

① 法廷検査を年１回するよう説明 ○ 徹底されている 継続実施

② 定められた期間による保守点検をするよう説明 ○ 徹底されている 継続実施

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

二酸化炭素の削減

照明
・

設備
・

空調

活動項目

浄化槽
浄化槽設置者への

依頼

節水 上水

グリーン購入 事務用品

排出事業者への分
別指導

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

廃棄物のリサイクル

産業廃棄物

乗用車
・

トラック
・
他

目的 項目

事業所排出物

（運用期間：2022年4月～2023年3月）
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Ⅷ　当社の取組み

◆社内説明と注意書きで意識づけ◆

◆ごみの分別で処理時のCO2削減◆

◆トイレの電灯・換気扇を数か所スイッチ式からセンサー式による電力削減◆

９



◆環境に配慮した自社の活動状況◆

◆静岡県浄化槽協会としての活動◆

浄化槽清掃 浄化槽管理

長泉町役場にて浄化槽清掃の呼びかけ
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１． 環境関連法規の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年　5月　2日
評価者　環境管理責任者　

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　以上
掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

該当なし

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返 B1票の90日以内の送付等 ○

第12条の3第4項
中間処理業者の管理票交付者へのマニフェスト返
却

D票の180日日以内の送付等 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日以
内）の期間内返却

○

第14条第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者の許可

県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者許可等変更

県知事の許可 ○

第15条 産業廃棄物処理施設設置の許可
・廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場等
・都道府県知事の許可

該当なし

第16条 不法投棄の禁止 ○

第７条 一般廃棄物収集又は運搬の業としての許可 長泉町長の許可 ○

悪臭防止法 第４条第１項 県が定める特定悪臭物質濃度の規制基準 バキューム車に脱臭装置の搭載 ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化
法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等へ
の適切な引き渡し、料金の支払

・指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 ○

第8条 使用済自動車の引渡義務 ○

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時） ○

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
・日常点検整備
・定期点検整備（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点
検整備）

○

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出 紙屑、プラスチック類 ○

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し
義務
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）

○

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関す
る法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００Ｌ／年以上の事
業者は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

建築物飲料水貯水槽清掃に関する条例 第12条の2第1項 建築物における衛生的環境の確保 県知事の許可 ○

第３５条第１項 浄化槽清掃業の許可 長泉町長の許可 ○

第２条第３項 浄化槽保守点検作業 県知事の許可 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関
する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃
棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 ○

グリーン購入法（国等による環境物品等の調
達の推進等に関する法律）

第5条 事業者の責務（国等の施策への協力等） 物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の選択 ○

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条
例

浄化槽法

静岡県条例

責務
・

努力
法令

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

法律・条例

義務

法令

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律）

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源
化等に関する法律）

道路交通法

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関する法律）
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作成　 2022年8月2日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

長泉環境株式会社

代表取締役　  工藤　進一

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

特に問題ありませんでした。

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年8月2日

：（必要に応じて評価・コメント記載）

１
・
見
直
し
関
連
情
報

その他（                                            ）

状況的に仕方がないところもあるが、改善
できるところは対応していく。

継続して取り組みます

記録・文書として作成しました。

達成状況を確認し、是正項目を評価しまし
た。

継続して取り組みます

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

継続的に社員教育訓練をする。

客先への分別・清掃点検の実施を徹底す
る。

環境経営計画

環境経営目標

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

　全体的に達成しているように見えるが細かい点でまだ取り組めるものもあるように思える。
仕事量の増加に伴うガソリン消費量増加は仕方ないところであるが、エコドライブなどの指導をより一層取り組んでい
く。
一般廃棄物増加は一時的なものであるが、分別などを意識して排出量を抑えるよう指示し取り組んでいく。
LPG(ガス）については寒い時期の温水使用量の増加によるので社員一同必要最低限ですますよう指導していく。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・より一層環境活動計画に積極的に取り組んでいきます。環境方針や環境マネジメ
ントシステムその他については変更の必要性はないと判断しますが、目標を達成するよう環境活動計画等を見直すこ
とを下記のよう環境管理責任者に指示しました。

見直し項目

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部
動向

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
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